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職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
や
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
を
除

い
て
、
三
原
市
に
住
ん
で
い
る
人
は
、

全
て
三
原
市
の
国
民
健
康
保
険
へ
加
入

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

転
入
・
結
婚
・
出
産
な
ど
異
動
の
と

き
や
、
退
職
し
た
と
き
な
ど
に
は
、
国

保
へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
ま
た
転
出
・
死
亡
・
就
職
な
ど
の

と
き
に
は
、
国
保
の
喪
失
（
脱
退
）
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

表
１
の
よ
う
な
と
き
に
は
市
民
課

（
市
役
所
本
庁
１
階
）、
ま
た
は
各
支
所

住
民
生
活
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。保

険
証
の
交
付
は
、
運
転
免
許
証
な

ど
官
公
庁
の
発
行
し
た
写
真
付
証
明
書

で
、
本
人
と
確
認
で
き
る
場
合
は
手
続

き
終
了
後
、
交
付
し
ま
す
。
そ
れ
以
外

は
郵
送
し
ま
す
。

表１ こんなときは14日以内に届け出をしましょう

こ　ん　な　と　き 届 け出 に 必 要 な も の

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入したとき 印鑑、他の市区町村の転出証明書

職場などの健康保険をやめたとき
印鑑、職場などの健康保険をやめた
証明書または退職証明書

職場などの健康保険の被扶養者でな
くなったとき

印鑑、健康保険をやめた証明書

子どもが生まれたとき
印鑑、国保の保険証、母子健康手帳、
銀行などの口座番号がわかる物

生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書

外国人が国保加入するとき 外国人登録証明書

国
保
を
や
め
る
と
き

他の市区町村へ転出するとき 印鑑、保険証

職場などの健康保険に加入したとき 印鑑、国保と職場の保険証（職場の保
険証が未交付のときは、加入した証明
書）

職場などの健康保険の被扶養者にな
ったとき

被保険者が死亡したとき
印鑑、保険証、銀行などの口座番号が
わかる物

生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書

外国人が国保をやめるとき 保険証、外国人登録証明書

そ
　
　
の
　
　
他

退職者医療制度の対象になったとき
印鑑、保険証、厚生年金などの年金
証書（加入期間が記載された物）

転居したとき

印鑑、保険証
世帯主が変わったとき

世帯を分けたり、一緒にしたとき

長期に出張や旅行するとき

子どもが修学のため、別に住所を定
めるとき

印鑑、保険証、在学証明書など

保険証をなくしたとき、または汚れ
て使えなくなったとき

印鑑、本人であることを証明できる物、
汚れて使えなくなった保険証

国
保
の
加
入
、

脱
退
の
手
続
き

卒業・入学・就職シーズンが近づい

てきました。国保の加入と脱退の手続

きを！

今回は、国保の手続きと、受けられ

る給付などについてお知らせします。
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国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
た
場

合
で
も
、
保
険
税
は
、
資
格
を
得
た
月

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
手
続
き
が
遅
れ
て
い

る
間
の
医
療
費
は
い
っ
た
ん
、
全
額
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
。
国
保
の
届
け
出

は
、
必
ず
14
日
以
内
に
し
て
く
だ
さ
い
。

診
察
・
治
療
で
の
給
付

医
療
機
関
で
診
察
や
治
療
な
ど
を
受

け
た
り
、
入
院
し
た
り
し
た
場
合
、
医

療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
お
金
は
、
か

か
っ
た
医
療
費
の
３
割
（
３
歳
未
満
は

２
割
、
70
歳
以
上
の
高
齢
者
は
１
割
ま

た
は
２
割
）
で
、
残
り
は
療
養
給
付
費

と
し
て
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

申
請
が
必
要
な
給
付

●
高
額
療
養
費

同
じ
人
が
、
同
じ
月
に
、
同
じ
医
療

機
関
に
支
払
っ
た
医
療
費
（
保
険
診
療

費
）
の
自
己
負
担
額
の
う
ち
、
合
算
対

象
基
準
額
（
２
１,
０
０
０
円
）
を
超

え
る
世
帯
ご
と
の
合
計
金
額
が
表
２
の

算
定
基
準
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超

え
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
入
院
と
外
来
、
歯
科
は
別
計
算
と
な

り
ま
す
。
ま
た
総
合
病
院
で
の
各
診
療

科
の
外
来
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
計
算
と
な

り
ま
す
。

※
70
歳
以
上
の
人
は
、
同
じ
月
で
あ
れ

ば
、
す
べ
て
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
た
だ
し
、
老
人
保
健
医
療
と
の
合

算
は
で
き
ま
せ
ん
）。

●
療
養
費

医
師
が
必
要
と
認
め
た
コ
ル
セ
ッ

ト
・
ギ
ブ
ス
な
ど
の
補
装
具
代
の
７
割

（
８
割
ま
た
は
９
割
）が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
出
産
育
児
一
時
金

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
に
、
30

万
円
を
支
給
し
ま
す
。

●
葬
祭
費

被
保
険
者
が
死
亡

し
た
と
き
に
、
３
万

円
を
支
給
し
ま
す
。

●
は
り
・
き
ゅ
う
施
術
費

市
が
認
定
し
た
施
術
者
に
、
は
り
・

き
ゅ
う
の
施
術
を
受
け
た
と
き
、
１
回

あ
た
り
５
０
０
円
（
年
間
15
回
を
限
度
）

を
支
給
し
ま
す
。

〈70歳未満の人〉

〈70歳以上の人〉

（注）過去１年間に４回目以降の自己負担限度額は40,200円

自 己 負 担 限 度 額
（過去１年間で３回目まで）

自己負担限度額
（４回目以降）

一　　　般
７２，３００円

＋医療費が241, 000円を超えた場合、
超えた額の１%を加算

４０，２００円

上位所得者
１３９，８００円

＋医療費が466, 000円を超えた場合、
超えた額の１%を加算

７７，７００円

住　民　税
非課税世帯

３５，４００円 ２４，６００円

外来（個人ごと）

一　　　　　般 １２，０００円

一定以上所得者 ４０，２００円

自 己 負 担 限 度 額
外来＋入院（世帯ごと）

４０，２００円

７２，３００円（注）

＋医療費が361, 500円を超えた場合、
超えた額の1%を加算

住民税
非課税
世　帯

低所得Ⅱ
８，０００円

２４，６００円

低所得Ⅰ １５，０００円

※一般とは住民税課税世帯、上位所得者とは国保税の課税所得

が670万円以上の世帯、一定以上所得者とは市民税の課税所得
が145万円以上の世帯の人。住民税非課税世帯のうち低所得Ⅰ
は所得のない世帯、低所得Ⅱはそれ以外の世帯の人。

高額療養費の算定基準額
表２

国
保
税
は
資
格
を

得
た
月
か
ら

国
保
で
受
け
ら

れ
る
給
付

国保についての問い合わせ先

保険医療課（10848^76050 50848^76062）
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会
社
を
定
年
な
ど
で
退
職
し
、
国
保
に
加

入
す
る
場
合
、
次
の
条
件
を
満
た
す
と
き
は
、

退
職
者
医
療
制
度
に
よ
っ
て
、
診
療
を
受
け

ま
す
。
対
象
と
な
る
人
は
、
年
金
証
書
、
保

険
証
、
印
鑑
を
持
っ
て
、
市
民
課
（
市
役
所

本
庁
１
階
）
、
ま
た
は
各
支
所
住
民
生
活
課

で
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

6

市
民
か
ら
の
よ
く
あ
る
質
問

３
月
に
会
社

を
退
職
し
ま

す
。
今
後
、

国
保
に
加
入
し
よ
う
か
、
会

社
の
健
康
保
険
の
任
意
継
続

に
し
よ
う
か
考
え
て
い
ま
す
。

年
度
の
途
中

で
、
国
保
に
加

入
し
た
と
き

は
、
保
険
税
は
ど
う
な
る
の
？

ま
た
脱
退
し
た
と
き
は
？

３
年
前
の
医

療
費
の
領
収

書
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
今
か
ら
で
も
高

額
療
養
費
の
申
請
が
で
き
ま

す
か
？

ど
ち
ら
で
も
選
択

が
可
能
で
す
。
国

保
と
任
意
継
続
と
で
は
、
保
険

料
の
計
算
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

国
保
は
、
前
年
中
の
所
得
な
ど

か
ら
計
算
す
る
た
め
、
前
年
の

所
得
が
多
い
場
合
は
、
任
意
継

続
に
す
る
人
が
多
い
で
す
。

高
額
療
養
費
の
申

請
は
、
医
療
機
関

な
ど
に
支
払
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
２
年
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。

高
額
療
養
費
な
ど
の
申
請
は
、

早
め
に
し
ま
し
ょ
う
。

●健全財政維持のために協力を
退職者医療制度では、本人の自己負担と国保税のほかに、職場の健康保険からの

拠出金が財源となっています。退職者医療の対象になっていても、届け出がされな

いと、拠出金で支払うことができず、国保の負担が増えることになります。国保の

安定した財政運営のためにもご協力をお願いします。

Ｑ

今
月
で
70
歳
に

な
り
ま
す
。
医

療
費
の
一
部
負

担
金
の
割
合
が
変
わ
り
ま
す
か
？

Ｑ

Ａ

70
歳
に
な
る
誕
生
月

の
翌
月
か
ら
、
所
得

に
応
じ
て
負
担
割
合
が
１
割
ま
た
は

２
割
に
な
り
ま
す
。
手
続
き
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
該
当
す
る
国

保
の
被
保
険
者
に
は
、
誕
生
月
の
月

末
ま
で
に
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し

ま
す
。
受
診
す
る
と
き
は
、
保
険
証

と
一
緒
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

Ａ

ＱＡ

保
険
税
は
、
毎
年
４

月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
を
１
年
度
と
し
て

月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。
年
度
の
途

中
で
加
入
し
た
と
き
は
、
加
入
し
た

月
か
ら
年
度
末
ま
で
を
計
算
し
ま

す
。
脱
退
し
た
と
き
は
、
４
月
か
ら

脱
退
し
た
月
の
前
月
ま
で
で
計
算
し

ま
す
。

Ａ Ｑ

退
職
者
医
療
制
度

退職した会社の健康保険に引き続き加入する（任意継続）�

「国民健康保険被保険者証」を�

 そのまま使ってください�

�

14日以内に届け出をして、「国民�
健康保険退職被保険者証」の交付�
を受けてください�
《必要な物》�
・年金証書　・保険証　・印鑑�

家族の健康保険の被扶養者になる�

国民健康保険に加入する�

国保の退職者医療制度�

退職者の医療保険�

年金証書が届く�

退職者医療制度の該当要件�

該当する�

該当しない�

※健康保険の任意継続中などに、年金証書を取得している場合は、国保加入時にあわせて退職者�
医療制度の届け出をしてください。�

年金支給の申請をして年金�
受給権を取得�

◎厚生年金、共済年金など被用者年金保険を�
　受けられる人で、加入期間が20年以上、ま�
　たは40歳以降に10年以上ある人�
◎老人保健の適用を受けていない人�

会社などを60歳�
で定年退職した�
場合�


